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▶交付までの流れ

佐賀県半導体人材育成事業費補助金の交付について

さが半導体フォーラム会員企業

補助率 ： 3分の２

補助上限額 ： 10万円／回

※同一年度内であれば20万円まで

申請可能です。

▶補助対象経費

▶補助対象事業

• 受講料・研修委託料
• 教科書・教材費
• 研修に付随するID登録料等

・交付請求書
（様式第7号）

・実績報告書(様式第6号)
・実施結果報告書(別紙１)
・事業経費実績書(別紙２)
・領収書等
・修了証等

▶補助率及び上限額
以下を満たす研修事業が補助対象です。

【対象】 常時勤務する事業所が佐賀県内の自社従業員

【目的】 半導体に関連する、事業者にとって専門的な知識
又は技術の習得

【実施形態】 ※次のいずれか

A 教育機関等が提供する集合研修（オンライン含む）又
はeラーニング研修
※受講案内、受講料等が一般に公開されていること。

B 教育機関等に委託して実施する集合研修（オンライン
含む）
※内容や受講料等が事前に見積書等で確認できること。

【研修時間】
１研修当たりの総研修時間が3時間以上。

企業向け

【注意】本紙は概要をまとめたものですので、要件や手続きに係る詳細については、必ず要綱をご確認いただくようお願いします。

• 本補助金の申請受付は、先着順です。
申請のあった順に審査の上、交付決定を
行います。

• また、当該年度の本補助金の予算額の
上限に達した場合等は、受付を停止する
場合がありますので、ご了承ください。


